
施策目標（テーマ）

達成手段

達成手段
（事業・税制措置・諸会議等）

２３年度
補正後
予算額
（千円）

２４年度
補正後
予算額
（千円）

２５年度
当初予
算額
（千円）

行政事業
レビュー
シート番
号

関連する
指標

担当課

専修学校教員研修事業
費等補助

8,189 8,023 8,023 ０１６１

特色ある
教育研究
を展開す
る私立学
校の振興

生涯学習
推進課専
修学校教
育振興室

私立学校施設災害復旧
（専修学校等）

1,668,933 - - - 4-②

生涯学習
推進課専
修学校教
育振興室

私立幼稚園施設整備費
補助

777,536 1,628,094 187,263 ０１６３ 1-⑧
幼児教育
課

専修学校教育を直接担当する教員に対し、教職経験、または担当教科に応じた研修、研究奨
励を行い、また各専修学校において教育内容等に関する研究を実施する。
【事業内容】
　専修学校教員の職種別・経験別研修会の開催、国内高等教育機関への派遣、専修学校教
育の教育内容・方法等に関する共同研究と研修資料の作成、研究協議会の開催など。

学校法人・準学校法人が設置する専修・各種学校（各種学校は、修業年限２年以上の課程を
有するものを対象）の施設・設備・工作物・土地の東日本大震災に係る災害復旧に必要な経
費の１／２を補助

４　東日本大震災からの私立学校の復
旧・復興が実現される。

１　教育研究条件が維持向上する。

達成目標 主な成果指標（アウトカム）／活動指標（アウトプット）

２　学生生徒の修学上の経済的負担が
軽減される。

【成果指標（アウトカム）】
①　教員一人あたり学生数(人)（大学、短期大学、高等専門学校）（前年度比（％））
（２４年度実績： ８．３人（９８．７％）/目標：前年度数値より改善）
②　教員一人あたり学生数(人)（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特
別支援学校）（前年度比（％））
（２４年度実績：１１．５人（９９．７％）/目標：前年度数値より改善）
③　教育研究経費依存比率（％）（大学、短期大学）（学生納付金収入に対する教育研究
経費支出の割合）
（２３年度実績：６７．４％/目標：前年度数値より改善）
④　教育研究経費依存比率（％）（小学校、中学校、高等学校）（学生納付金収入に対する
教育研究経費支出の割合）
（２３年度実績：４５．１％/目標：前年度数値より改善）
⑤　私立大学の図書館の蔵書数（冊）（前年度比（％））
（２４年度実績：１９６，２８２，３４６冊（１０１．８％）/目標：前年度数値より改善）
⑥　私立大学の電子ジャーナルの蔵書数（冊）（前年度比（％））
（２４年度実績：２，４３４，７３２冊（１１１．１％）/目標：前年度数値より改善）

【活動指標（アウトプット）】
⑦　私立学校施設の耐震化率（％）【大学等】
（２４年度実績：８１．８％、/目標：１００％（早期））
⑧　私立学校施設の耐震化率【幼稚園から高等学校】
（２４年度実績：７５．４％、/目標：１００％（早期））

【成果指標（アウトカム）】
①　私立学校学生生徒納付金額（大学平均）（円）（前年度比（％））
（２４年度実績：１，３１５，８８２円（１００．１％）/目標：前年度数値より改善）
②　私立学校学生生徒納付金額（高等等平均）（円）（前年度比（％））
（２４年度実績：７０９，８９５円（１００．２％）/目標：前年度数値より改善）
③　私立大学等授業料減免等支援のべ人数（人）（前年度比（％））
（２４年度実績：３４，７６８人（１０７．５％）/目標：前年度数値より改善）

【担当課（関係課）】
高等教育局私学部 私学行政
課
（同部私学助成課、参事官）

【施策の概要】
私立学校の振興に向
け、教育研究条件の維
持向上を図るとともに経
営の健全性を高めるこ
と等を目的とし、私学助
成や学校法人への指
導・助言等を行ってい
る。

【参考指標】
①　私立大学等の授業料減免等給付人数（実績）
②　私立学校施設の災害復旧に対する交付法人数（実績）

３　私立学校を設置する学校法人の経
営の健全性、経営基盤が強化される。

達成手段の概要

学校法人等が行う、幼稚園の新設及び学級増のための園舎の新築及び増築、学級定員の引
き下げに伴う増築、危険な状態にある園舎の改築、園舎の新増改築に際して行う屋外教育環
境整備、園舎の耐震補強工事、アスベスト等対策工事、エコ改修事業に必要な経費の一部を
補助する。（補助率は１／２もしくは１／３。）
また、学校法人等における私立幼稚園施設整備事業の実施にあたり、都道府県が施設整備
事業の適正な執行を図るため、国との連絡及び施設整備事業を行う学校法人等に対して行う
指導、連絡、調査等の事務に要する経費の一部を補助する。（補助率は１／３）

施策目標に関する中長期的な達成目標と指標（平成２５年度に実施する施策）

政策目標6　私学の振興

【成果指標（アウトカム）】
①　帰属収入で消費支出を賄えない大臣所轄の学校法人の割合（％）
（２３年度実績：４２．５％/目標：２５年度・前年度数値より改善）
②　大臣所轄の学校法人の総負債比率（％）
（２３年度実績：１３．０％/目標：２５年度・前年度数値より改善）
③　大臣所轄の学校法人の寄付金比率（％）
（２３年度実績：２．２％/目標：２５年度・前年度数値より改善）
④　財務情報等の一般公開を行っている大臣所轄の学校法人の割合（％）
（２４年度実績：９８．７％/目標：１００％（早期））

１　特色ある教育
研究を展開する私
立学校の振興



私立幼稚園施設整備費
補助（復興関連事業）

3,870,94
4

2,198,121 2,318,001 ０１６４ 1-⑧
幼児教育
課

私立高等学校産業教育
施設整備費補助

62,560 134,733 34,733 ０１６５ 1-④
高校教育
改革PT

日本私立学校振興・共
済事業団補助（基礎年
金等）

110,688,458 109,014,592
106,446,

508
０１７２

特色ある
教育研究
を展開す
る私立学
校の振興

私学行政
課

日本私立学校振興・共
済事業団出資金

-
12,194,0

00
- ０１６７ 1-⑦～⑧

私学助成
課

私立大学等研究設備整
備等 4,375,317 11,817,347

2,179,42
4

０１６８ 1-③～⑥
私学助成
課

私立大学等経常費補助 320,922,000 318,753,000
317,515,0

00 ０１６９

1-①、③
～⑥
２－①、
③

私学助成
課

私立大学等経常費補助
（復興関連事業）

18,469,078 7,572,694 6,217,250 ３４ ４-①、③
私学助成
課
復興庁

私立高等学校等経常費
助成費等補助

100,230,000 100,314,000
102,214,0

00 ０１７０
1-②、④
２－②

私学助成
課

私立高等学校等経常費
助成費等補助（復興関
連事業）

8,426,250 100,949 218,378 ３５
４-④

私学助成
課
復興庁

　被災地にある私立大学等の教育研究活動の復旧や安定的教育環境の整備、被災した学生
に対する授業料減免等への支援を行う学校法人に対して補助を行う。
①教育研究活動復旧費補助
被災した私立大学等の教育研究活動の復旧費の一部を補助。
②授業料減免事業等
被災して経済的に修学困難となった学生を対象とした授業料・入学料等の減免事業等を行っ
ている私立大学等に対して、所要経費の３分の２を配分。（平成24年度以降は、復興庁で一
括計上し、文部科学省で執行する事業である。）
③被災私立大学等復興特別補助
被災した私立大学等に対して、安定的・継続的な教育環境の保障と、新入生も含め安心して
学ぶことができる環境の整備等を図るための取組を支援。（平成24年度以降は、復興庁で一
括計上し、文部科学省で執行する事業である。）

　私立高等学校等経常費助成費補助金（一般補助）
　都道府県が、私立高等学校等の教育に係る経常的経費について助成する場合、国から都
道府県にその一部（２分の１以内）を補助。

私立高等学校等経常費助成費補助金（特別補助）
　都道府県が、防災教育に取組む私立高等学校等に助成をする場合、国から都道府県にそ
の一部（２分の１以内）を補助

　文部科学省より日本私立学校振興・共済事業団に出資を行い、これを財源として、同事業
団が学校法人等に対し、耐震改築等に対する長期低利融資を実施する。

①私立大学等研究設備等整備費補助金私立の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校
（専門課程）を設置する学校法人が以下の事業を行う場合、その経費の２／３または１／２以
内を補助。
・経営戦略や研究戦略上意欲的なプロジェクトに対する設備等の一体的な整備
・教育研究活動の環境整備
②私立高等学校等ＩＴ教育設備整備推進事業私立高等学校、中等教育学校、中学校、小学
校、特別支援学校を設置する学校法人が以下の事業を行う場合、その経費の１／２以内を補
助。
・コンピュータ等を用いて、各教科等において私学の特色を活かしながらＩＴ教育を実施するた
めに必要な設備の整備

各学校法人等が実施する施設の耐震化や防災機能強化のために必要な施設等の整備の実
施に係る経費の一部を補助する。（補助率：耐震化１／２等）※平成２４年度以降は復興特別
会計に計上

日本私立学校振興・共済事業団が行う、以下の事業の費用の一部を補助する。（カッコ内は
補助率）
①国民年金法の規定により納付する基礎年金拠出金の一部（基礎年金拠出金の１／２）
②年金給付に要する費用の一部（昭和36年4月前の加入期間に係る分の１９．８２／１００等）
③共済業務に係る事務に要する費用の一部（定額）
④特定健康診査等の実施に要する費用の一部（定額）

高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）における産業教育のための実験実習施設を整
備するために必要な経費
（１）補助率：１／３（沖縄分６／１０）
（２）補助事業者：学校法人
（３）補助対象事業

一般施設等
・一般施設　高等学校産業教育施設基準に掲げる施設を整備する。
・専攻科　高等学校における専攻科の実験実習施設を整備する。

特別装置整備費
　高等学校における産業教育のための実験実習施設と一体として使用される特別装置を整
備する。

①私立高等学校等経常費助成費補助金
（１）一般補助
　都道府県が、私立の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び幼稚園の教育に係る
経常的経費について助成する場合、国から都道府県にその一部を補助。
（２）特別補助
　都道府県が、私立高等学校等に特別な助成を行う場合、国から都道府県にその一部（２分
の１以内※一部３分の１以内）を補助。

②私立高等学校等経常費補助
　特定教育方法支援事業
　特別な支援が必要な私立高等学校等に対して、国が所要経費の一部（２分の１以内）を補
助。

　私学の自主性・自立性を尊重しつつ、多様な私学の実態に応じた配分を公平・公正に行うた
め、法律の規定と細目にわたる明確な配分基準に基づき日本私立学校振興・共済事業団を
通じて交付。なお、大学等における教育条件や管理運営が不適正である場合には、補助金を
減額又は不交付としている。
①一般補助
　経費の区分毎（教職員給与費や教育研究経常費等）に、教職員数や学生数に応じて２分の
１以内を補助。教育研究や財務の状況（定員充足の状況、教員一人あたり学生数、学生の授
業料をどの程度教育研究のために使ったか、情報公表の状況等）に応じて傾斜配分。
②特別補助
　我が国の成長を支える人材育成の取組や大学等の国際交流の基盤整備への重点的支
援、授業料減免等の充実を図る。



私立学校施設高度化推
進事業費補助

2,097,913 2,097,208
1.968,40

1
０１７２ 1-⑦～⑧

私学助成
課

日本私学教育研究所研
究事業費補助

19,702 19,302 19,302 ０１７４

特色ある
教育研究
を展開す
る私立学
校の振興

私学助成
課

私立学校教育研究装置
等施設整備費補助

8,273,116 32,958,091 3,225,492 ０１７６
1-③～
④、⑦～
⑧

私学助成
課

私立学校教育研究装置
等施設整備費補助
（復興関連事業）

5,991,528 12,083,177 8,119,559 ０１７７
1-③～
④、⑦～
⑧

私学助成
課

私立学校施設災害復旧
（私立大学等）

63,020,0
55

- 719,209
３６
０１８０

4-②
私学助成
課
復興庁

私立学校災害復旧都道
府県事務費交付金

- - 468
３７
０１７８

特色ある
教育研究
を展開す
る私立学
校の振興

私学助成
課
復興庁

私立学校体育等諸施設
整備費補助

101,185 90,005 90,005 ０１７９ 1-④
スポー
ツ・青少
年企画課

私立大学教育研究活性
化設備整備事業

- 3,146,618 4,500,000 ０１７３ 1-③
私学助成
課

高校生の授業料減免に
対する緊急支援（高校
生修学支援基金の延
長）（復興関連事業

18,946,984 - - - ２－②
私学助成
課

税制改正 3-③
私学行政
課

学校法人運営調査 3-④
私学部参
事官

学校法人の運営等に関
する運営協議会及び監
事研修会

3-①②④
私学部参
事官

　都道府県が行う経済的理由により修学困難な高等学校等生徒に対する授業料等減免事業
や奨学金事業について、既に都道府県に設置されている「高校生修学支援基金」により支援
する。
　また、当該基金は、平成２１年度第１次補正予算により造成され、２３年度末で解散すること
になっていたものであるが、依然として経済状況は好転せず、また好転の見込みもたたないこ
とから、３ヵ年（２６年度末まで）延長する。

 地震、台風、集中豪雨などの大規模災害が発生し、当該災害が激甚災害（本激）に指定され
た場合には、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」第１７条に基づ
き、私立学校における校舎等施設の復旧に要する工事費及び土壌処理等について、私立の
学校の設置者に対し、補助する。
【補助率】　１／２以内

○補助対象施設
私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、短期大学
及び高等専門学校の施設（建物、工作物、土地、設備）

　グローバル化の促進や地域の「分厚い中間層」の育成、生涯学習機能の強化など、各私立
大学の特色・力点に照らした人材養成像や将来構想に基づく効果的な教育研究の取組を、基
盤となる教育研究設備の整備を通じて支援する。

①私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助
　私立の大学、短期大学、高等専門学校、専門学校（専門課程）を設置する学校法人が以下
の事業を行う場合、その経費の１／２以内を補助。(経営戦略や研究戦略上意欲的なプロジェ
クトに対する施設・装置等の一体的な整備、教育研究活動の環境整備、防災機能強化（耐震
改修事業）及び安全管理対策、環境に配慮した学校施設整備の推進）

②私立高等学校等施設高機能化整備費補助
　私立の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、特別支援学校を設置する学校法人が
以下の事業を行う場合、その経費の１／２または１／３以内を補助。（教育内容・方法等の改
善のため必要な整備、防災機能の強化（耐震補強工事）及び安全管理対策、環境に配慮した
学校施設整備の推進）

　水泳プール又は武道場を整備する学校法人に対し補助要綱に基づき、補助金を交付する。
（補助対象事業）
・水泳プール（屋外）、水泳プール上屋、水泳プール耐震補強・・・補助率1/3
・武道場・・・補率1/3（平成21年度より中学校武道場新築のみ1/2）

　地震、台風、集中豪雨などの災害復旧にあたり、各都道府県が法定受託事務を処理するた
めに必要な経費（都道府県事務費交付金）を措置するもの。

①私立の大学、短期大学、高等専門学校を設置する学校法人が、防災機能強化（耐震改修
事業）及び非構造部材の耐震対策、太陽光発電その他防災機能強化のための整備事業を行
う場合、その経費の１／２以内を補助。

②私立の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、特別支援学校を設置する学校法人が
防災機能強化（耐震改修事業）及び非構造部材の耐震対策、太陽光発電その他防災機能強
化のための整備事業を行う場合、その経費の１／２または１／３以内を補助。

①初任者研修等事業費補助
　　教員の資質の向上を図るため、私立学校の新任教員や１０年経験教員等を対象に研究所
が実施する研修等の事業費の一部を補助。
②一般研究事業費等補助
私立学校の質的向上に資するため、私立学校の教育方法等に関する研究事業費の一部を
補助。

　日本私立学校振興・共済事業団の融資を受けて実施される私立の大学・短期大学・高等専
門学校並びに高・中等教育・中・小・特別支援学校が行う老朽校舎（築３０年以上）及び危険
建物と認定された旧耐震基準で建設された学校施設（昭和５６年以前の建物）の建替え整備
事業、私立大学附属病院の施設整備事業について利子助成を行う。
また、平成８年度以前に実施された学校施設の整備事業のうち、私学事業団からの借入利率
が４％以上で、かつ当該施設を利用した新たな教育方法の改善、研究の高度化のための計
画を有しているものについて返済に対する利子助成を行う。

平成25年度税制改正により、学校法人に係る寄附税制の拡充等を行う。
また、平成24年1月に策定した「私立学校への寄附促進アクションプラン」の着実な制度定着
を図る。

学校法人の健全な経営の確保に資するため、管理運営の組織及び活動状況、財務状況等に
ついて、実態を調査するとともに、必要な指導・助言を行う。

学校法人の役員等を対象に、学校法人及び私立大学等の運営及び経営に関する施策や学
校法人における取組などについて会議を開催し、学校法人の管理運営及び経営の更なる健
全化、経営基盤の強化の促進を図る。


